
 

 

 

総 行 行 第 ２ ７ 号 

国土入企第４６号 

平成３１年２月８日 

 

 

各都道府県知事  殿 

（市区町村担当課、財政担当課、契約担当課扱い） 

各都道府県議会議長 殿 

（議会事務局扱い） 

各指定都市市長  殿 

 （財政担当課、契約担当課扱い） 

各指定都市議会議長 殿 

 （議会事務局扱い） 

 

 

                                 総 務 省 自 治 行 政 局 長   

 

 

 

 

 

                                 国土交通省土地・建設産業局長   

 

 

 

 

速やかな繰越手続の徹底による建設業の適正な労働環境の確保について 

 

 

公共工事においては、発注者の入札公告等において当初の工期が定められる

ことから、発注者は、働き方改革関連法の成立等を踏まえ昨年７月に改訂された

「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」に基づき、長時間

労働の是正や週休２日の推進など、建設業の適正な労働環境の確保に資するよ

う、当初に適正な工期を設定し、請負契約を締結する役割が求められます。また、

契約締結後の事情変更により予定された工期で工事を完了することが困難と認

められるときには、工期の変更を含む請負契約の変更を速やかに実施すること

が必要であります。 

こうした工事の発注や、契約締結後の工期の変更に当たって、やむを得ない事

由が発生し、年度内のみでは適正な工期を確保することができないと見込まれ

る場合には、財政法（昭和２２年法律第３４号）第１４条の３及び第４３条の３



 

 

  

や地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条に基づき、繰越制度を適切

に活用することで、翌年度にわたる工期を設定することが可能であります。しか

しながら、一部の地方公共団体においては、慣例により繰越明許費の計上が年度

末の議会に限定されていることから、それまでの間、翌年度にわたる工期の設定

や工期の変更が行われていないといった、繰越制度が適切に活用されていない

事例が、少なからず見受けられるところです。 

以上を踏まえ、地方公共団体におかれては、別添の措置を講ずること等により

適切に繰越制度を活用していただくようお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）の長

及び議会の議長に対しても、周知をお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法第２４５条の４第１項に基づく技術的な助言であ

ることを申し添えます。 

 



 

 

 

繰越手続について 
 
１．速やかな繰越手続の実施について 

 

計画又は設計に関する諸条件、気象や用地の関係、補償処理の困難、

資材の入手難、不調・不落の発生、補助金交付決定時期の遅れ、自然

災害の発生など、やむを得ない事由により当初想定していた内容を

変更する必要が生じたことに伴い、契約締結時期や工期の見直しを

行った結果、年度内のみでは適正な工期を確保することができない

と見込まれる場合には、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平

成１７年法律第１８号）において、発注者は、適切な工期を設定する

よう努めること、また、必要があると認められるときは、適切に設計

図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更

を行うこととされていることを踏まえ、年度末の議会を待たずに事

由発生直後の議会において繰越明許費（地方自治法第２１３条）の議

決を行った上で翌年度にわたる工期を設定して発注手続や契約変更

を実施するなど、速やかな繰越手続を実施して適正な工期を確保す

ること。 

なお、繰越議決は、繰り越して使用することのできる額の最高限度

を示すものであり、実際に年度末に繰越処理をする額は、議決額どお

りの必要はなく、その範囲内であればよいと解されることから、繰越

額が未確定であることをもって速やかな繰越手続を実施できない理

由とはならないことに留意すること。 

 

 
図１ 繰越手続による適正な工期設定の流れ 

別添 



 

 

  

 
図２ 速やかな繰越手続の実施のイメージ 

 

 

 

 
図３ 速やかな繰越手続の事例 

 

 



 

 

  

２．補助事業における繰越手続について 

 

 補助事業における繰越しについては、地方公共団体の予算から配

分された事業費の繰越議決が必要となるほか、当該事業に充当した

補助金等の繰越しを実施するために財務省又は財務局等の承認（明

許繰越し又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担（以下「翌債」

という。）が必要である。補助金等交付省庁から繰越しの手続に関す

る事務の委任を受けた地方公共団体においては、補助金等の国の経

費に係る繰越事務手続に関して、事務負担を軽減する観点から、「繰

越（翌債）事務手続について」（平成２２年１月１５日付け事務連絡

第２２号）のとおり、大幅な簡素合理化、迅速化が図られていること

を踏まえ、繰越（翌債）制度（財政法第１４条の３及び第４３条の３）

の適切な活用に努めること。 

 なお、補助事業において、繰越（翌債）制度を活用して翌年度にわ

たり工期を設定して契約を行う場合は、補助金等の国の経費につい

て、財政法に定めるところに従い翌債の承認（同法第４３条の３）を

得る必要があるが、翌債の承認を経た経費について明許繰越しをし

ようとする場合は、事務簡素化の見地から、一定の要件の下、繰越し

の承認（同法第４３条第１項）があったものとして処理することが可

能である。 

 

 

 
図４ 速やかな繰越手続の実施のイメージ（補助事業の場合） 



 

 

  

また、実施主体が市区町村の補助事業に係る繰越事務手続を都道府

県において取りまとめて実施する場合には、市区町村と十分に連携、

調整を図りながら、同様に繰越制度の適切な活用に努めること。 

 

 
図５ 実施主体が市区町村の補助事業における繰越手続の流れ 

 

 

以上 


